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学校部活動の地域移行に関する国の方針について

令和4年12月 学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン（スポーツ庁・文化庁）



学校部活動の地域移行に関する県の方針について

（抜粋）
Ⅱ 新たな地域クラブ活動の方針
１ 新たな地域クラブ活動の在り方
２ 適切な運営や効率的・効果的な活動の推進
（１）参加者
（２）運営団体・実施主体
（３）指導者
（４）活動内容
（５）適切な休養日の設定
（６）活動場所
（７）会費の適切な設定と保護者等の負担軽減
（８）保険の加入

３ 学校との連携等

県内市町村が抱える地域移行に伴う課題

１ 指導者の確保が難しい
２ 体制整備が十分にできない
３ 財政的支援が必要（受益者負担の整理）

①指導者の質の保障
②適切な指導の実施
③指導者の量の確保
④教師等の兼職兼業

「学校部活動」及び「新たな地域クラブ活動」の
指導者確保に向けた広域的な支援

「みやぎ地域クラブ活動指導者人材バンクシステム」



競技団体等の既存制度について

（公財）日本スポーツ協会

（公財）日本サッカー協会



みやぎ地域クラブ活動指導者人材バンクシステム（スキーム）

「みやぎ地域クラブ活動指導者人材バンク」の新設

市町村
運営団体・実施主体

スポーツ・文化芸術
指導者①実施主体者情報

（求人情報）登録 ①指導者情報登録

求人情報閲覧

②求人申込

勤務条件について面接・協議

指導者情報閲覧

②スカウト

③メルマガ

目的：休日における「学校部活動」及び「新たな地域クラブ活動」の指導者確保

役割：「新たなクラブ活動」運営団体・実施主体と指導者のマッチング支援システム

・人材バンクシステムの機能は、スポーツ分野（スポーツ振興課所管）と文化芸術分野（生涯学習課所管）で構築する。
・個人情報（住所、連絡先等）は非公開とする。
・実施主体者と指導者は、システム内のダイレクトメッセージ機能等により、求人申込・スカウト等のやり取りを行う。
・採用活動（勤務条件についての面接・協議、個人情報資料の提出等）は、実施主体者の責任により本サイト外で行う。
・県は、登録指導者に対して研修会等の情報発信をメルマガ形式で行う。
・指導者の登録時における資格要件は設定しないが、①JSPO公認スポーツ指導者資格・JSPO加盟団体認定スポーツ指導者資格の有無、②教
員免許状所持者で部活動指導経験の有無、③宮城県主催指導者講習会受講の有無、④その他のスポーツ指導者資格・講習会受講有無を登
録必須項目とする。
・実施主体者の求人登録時において、上記①～④のいずれかに「有」がなければ求人登録不可とする。

人材バンク
（ポータルサイト）

①指導者・実施主体者（求人）

情報の登録及び閲覧

②指導者からの求人申込・

実施主体者からのスカウト

（マッチング）

③研修会情報等発信（メルマガ

形式）



（登録の要件）
第４条 本システムに登録する指導者及び団体の要件は以下のとおりとする。
（１）登録する年の４月１日現在で１８歳以上であること。
（２）「学校部活動と地域のクラブ活動等のガイドライン第１版（令和５年３月 宮城県・宮城県教育委員会）」を遵守

すること。
（３）暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。
（４）前号の関係者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

（求人の要件）
第６条 本システムで求人することができる指導者は、以下のいずれかに該当する者とする。
（１）ＪＳＰＯ公認スポーツ指導者資格・ＪＳＰＯ加盟団体認定スポーツ指導者資格保有者
（２）教員免許状保有者でかつ部活動指導経験者
（３）宮城県主催指導者研修受講者
（４）その他のスポーツ・文化芸術指導者資格保有者又は研修会受講者

（採用・応募）
第７条 本システムに登録した団体は、自己の責任において指導者の資質や人柄を審査し、指導者を採用するものとする。
２ 本システムに登録した指導者は、自己の責任において求人に応募するものとする。
３ 県は、本システムにおける求人、応募及び採用により、利用者又は第三者が被ったいかなる不利益又は損害について
も、一切の責任を負わないものとする。

（利用制限および登録抹消）
第８条 県は、登録者が以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、登録者に対して、本システムの全部若し
くは一部の利用を制限し、又は登録を抹消することができるものとする。

（１）本規約のいずれかの条項に違反した場合
（２）登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
（３）県からの連絡に対し、一定期間返答がない場合
（４）その他、県が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
２ 県は、本条に基づき県が行った行為により登録者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

利用規約（抜粋）



Ｑ＆Ａ

Ｑ１ 登録・利用に費用はかかりますか？
Ａ１ 登録料・利用料は全て無料でご利用いただけます。利用時のインターネット通信料は自

己負担となります。

Ｑ２ スマートフォンからでも利用できますか？
Ａ２ パソコン、スマートフォンどちらも利用可能です。

Ｑ３ 現役の教職員でも登録できますか？
Ａ３ 現役の教職員でも御利用いただけます。報酬を得て地域クラブ活動での指導を希望する

場合は、服務監督教育委員会による兼職兼業の許可を得ることにより、指導に携わるこ
とが可能です。

Ｑ４ 指導者として「チーム・団体・法人等」の登録は可能ですか？
Ａ４ １月中旬の一般利用開始時には“個人”での登録を想定しておりますが、今後、「チー

ム・団体・法人等」の登録も可能とする予定です。

Ｑ５ 宮城県外に住んでいますが利用できますか？
Ａ５ 宮城県外にお住まいでも本システムを御利用いただけます。実際の指導・活動について

は、求人団体と協議をお願いします。

Ｑ６ マッチングの対象となる競技・種目は何ですか？
Ａ６ 現時点では競技・種目の制限はございません。登録時に選択項目にない競技・種目も、

「その他」欄で記載いただけましたら随時追加する予定です。



指導者の事前登録について


